
羽島市円空路ツアー推進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、岐阜県ゆかりの僧・円空及びその作品である円空仏に関する

知識を深めるとともに、岐阜県内の豊かな自然、歴史及び文化の魅力に触れる県

内周遊型広域観光ルート（以下「円空路
ろーど

」という。）の認知度拡大を目的として、

予算の範囲内で円空路ツアー推進事業補助金（以下「補助金」という。）を交付す

ることに関し、羽島市補助金交付規則（昭和４４年羽島市規則第８号）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付対象者は、次に掲げる者とする。ただし、他の地方公共団体

等から円空路ツアーに関する補助金、助成金等を受給している者は、補助対象者

としないものとする。 

⑴ 市民団体等（羽島市内に住所を有する者で構成する団体（特定の政治活動又

は宗教活動を目的とした団体を除く。）をいう。以下同じ。） 

⑵ 旅行事業者（旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）及び同法施行規則（昭

和４６年省令第６１号）の規定による国内募集型企画旅行の取り扱いが可能な

第一種又は第二種旅行業の登録を受けている者をいう。以下同じ。） 

（補助対象事業） 

第３条 補助対象事業（以下「補助事業」という）は、前条に掲げる者が実施する

円空仏の拝観施設を巡るバスツアー（旅行事業者においては、募集型企画旅行に

限る。）で次の要件のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 別表の拝観施設のうち、羽島市内の２施設及び市外の１施設以上を巡るもの

であること。 

⑵ 参加者（乗務員及び添乗員を除く。）の人数が補助対象者の区分に応じ、次に

掲げる人数以上であること。ただし、旅行事業者においては、募集型企画旅行

で定める最少催行人数等の理由により、市長がやむを得ないと認めるときは、

この限りでない。 

ア 市民団体等 １０人 

イ 旅行事業者 ２０人 

⑶ 往復とも貸切バスを利用するものであること。 



⑷ ツアーの名称に円空路の名を冠するものであること。 

⑸ 国、地方公共団体等が実施する視察、会議若しくは研修又は学校行事でない

こと。 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、補助対象者の区分に応じて次に掲げる額とする。 

 ⑴ 市民団体等 参加者の人数に２，０００円を乗じて得た額 

 ⑵ 旅行事業者 バス１台につき、事業の行程の区分に応じて次に掲げる額 

  ア 日帰り ２０，０００円 

  イ １泊以上 ４０，０００円 

 （補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、事業を実

施する１４日前までに羽島市円空路ツアー推進事業補助金交付申請書（別記第１

号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業の実施行程表又は旅行商品企画書・パンフレット類（日時、行程、円空

仏拝観施設、その他観光施設、宿泊施設、交通手段、価格等が確認できるもの。） 

⑵ その他市長が必要と認める書類 

２ 申請者は、前項第１号に掲げる書類が申請時に未作成である等の理由により提

出ができない場合は、その見本を提出し、当該書類の作成後に速やかに市長に提

出しなければならない。 

３ 補助金の交付申請は、補助対象者ごとに一の年度において１回とし、同一の事

業に対して申請できるのは、市民団体等又は旅行事業者のいずれか一方のみとす

る。 

 （補助金の決定通知） 

第６条 市長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付を決

定した場合はその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を羽島市円

空路ツアー推進事業補助金交付決定通知書（別記第２号様式）により、交付しな

いことを決定した場合は理由を付して羽島市円空路ツアー推進事業補助金不交付

決定通知書（別記第３号様式）により申請者に通知するものとする。 

 （補助事業の変更等の承認） 

第７条 申請者は、補助事業に変更が生ずる場合又は中止しようとする場合は、遅

滞無く羽島市円空路ツアー推進事業変更承認申請書（別記第４号様式）を市長に



提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の変更承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、不承認

とするときは理由を付して羽島市円空路ツアー推進事業変更承認・不承認決定通

知書（別記第５号様式）により、申請者に通知するものとする。 

 （拝観施設の利用証明） 

第８条 申請者は、第６条の規定による補助金の交付決定を受け拝観施設に行った

ときは、羽島市円空路ツアー推進事業拝観施設利用証明書（別記第６号様式）に

より、当該拝観施設に利用の証明を依頼するものとする。 

 （実績報告） 

第９条 申請者は、事業を実施した日から起算して３０日を経過した日又は補助金

の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日まで

に前条の拝観施設利用証明書及び羽島市円空路ツアー推進事業補助金実績報告書

（別記第７号様式）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業の実施行程表 

⑵ 参加者数の実績が確認できる資料 

⑶ その他観光施設、宿泊施設、交通手段等の利用を証する書類（領収証等） 

⑷ その他市長が必要と認める資料 

 （補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、

適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、羽島市円空路ツアー推進

事業補助金確定通知書（別記第８号様式）により補助事業者へ通知するものとす

る。 

 （補助金の請求及び交付） 

第１１条 申請者は、前項の規定により補助金の額の通知を受けたときは、羽島市

円空路ツアー推進事業補助金交付請求書（別記第９号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。 

 （その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとす

る。 

   附 則 



 この告示は、令和２年２月１０日から施行する。 

   



別表（第３条関係） 

拝観施設名称 所在地 

中観音堂・羽島円空資料館 岐阜県羽島市上中町中５２６ 

長間薬師寺 岐阜県羽島市上中町長間８９３ 

飛騨千光寺 円空仏寺宝館 岐阜県高山市丹生川町下保１５５３ 

上宝ふるさと歴史館 岐阜県高山市上宝町本郷５８２－１２ 

飛騨高山まちの博物館 岐阜県高山市上一之町７５ 

関市洞戸円空記念館 岐阜県関市洞戸高賀１２１２ 

関市円空館 岐阜県関市池尻１８５ 

美並ふるさと館 岐阜県郡上市美並町高砂１２５２－２ 

下呂温泉合掌村 円空館 岐阜県下呂市森２３６９ 

温泉寺 岐阜県下呂市湯之島６８０ 

  



別記 

第１号様式（第５条関係） 

年  月  日  

 

（あて先） 

 羽島市長 

               申請者 所在地 

                   団体･事業者名 

                   代表者氏名           印 

                   連絡先  

 

羽島市円空路ツアー推進事業補助金交付申請書 

 

 羽島市円空路ツアー推進事業補助金の交付を受けたいので、羽島市円空路ツアー

推進事業補助金交付要綱第５条の規定により申請します。 

記 

１ 交付申請額及び算出根拠 

交付申請額 交付申請額             円 

算

出

根

拠 

市民団体等 

実施日     年  月  日 ～  年  月  日  

２，０００円 ×参加人数     人 ＝      円 

       （乗務員・添乗員等を除く） 

旅行事業者 

旅行の名称                                      

実施日     年  月  日 ～  年  月  日  

      （旅程日数：    泊    日） 

送客人数（乗務員・添乗員等を除く）           人  

貸切車両 

日帰り   ２０，０００円 × 貸切バス    台 

１泊以上  ４０，０００円 × 貸切バス    台 

               計         円 

 



２ 添付書類 

⑴ 旅行の実施行程表又は旅行商品企画書・パンフレット類（日時、円空仏拝観

施設、その他観光施設、宿泊施設、交通手段、価格等が確認できるもの） 

 ⑵ その他市長が必要と認める書類 

  



第２号様式（第６条関係） 

                             指令第   号 

                             年  月  日 

 

          様 

                       羽島市長        印   

 

羽島市円空路ツアー推進事業補助金交付決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった補助金の交付については、次のとおり

決定したので、羽島市円空路ツアー推進事業補助金交付要綱第６条の規定により通

知します。 

 

補助金の交付決定額                 円 

補助金の交付の申請

に係る事項につき修

正を加えた場合は、そ

の内容及び理由 

 

 

 

 

 

 

交付の条件  

 

 

 

備考 監査委員等が必要と認めたときは、地方自治法等の規定に

より、監査、調査等を行うことがあります。 

 

  



第３号様式（第６条関係） 

                             第     号 

                             年  月  日 

 

          様 

                       羽島市長        印   

 

羽島市円空路ツアー推進事業補助金不交付決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった補助金の交付については、次の理由に

より不交付とすることと決定したので、羽島市円空路ツアー推進事業補助金交付要

綱第６条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 不交付の理由 

  



第４号様式（第７条関係） 

年  月  日  

 

（あて先） 

 羽島市長 

               申請者 所在地 

                   団体･事業者名 

                   代表者氏名           印 

                   連絡先  

 

羽島市円空路ツアー推進事業変更承認申請書 

 

 補助事業の内容変更等の承認を受けたいので、羽島市円空路ツアー推進事業補助

金交付要綱第７条の規定により、次のとおり申請します。 

 

交付決定年月日     年   月   日（指令第      号） 

補助事業の変更等の内容 

 

 

 

 

 

変更等の理由 
 

 

変更等の年月日     年   月   日（予定） 

備考  

 

（添付書類） 

⑴  変更事業実施計画書 

⑵  市長が必要と認める書類 

 



第５号様式（第７条関係） 

                             第     号 

                             年  月  日 

 

          様 

                       羽島市長        印   

 

羽島市円空路ツアー推進事業変更承認・不承認通知書 

 

    年  月  日付けで変更承認申請のあった補助事業については、次のと

おり決定したので、羽島市円空路ツアー推進事業補助金交付要綱第７条の規定によ

り通知します。 

 

記 

 

承認内容 

１ 事業内容の変更を承認する。 

２ 事業の中止を承認する。 

３ 事業の廃止を承認する。 

４ 申請を不承認とする。 

特記事項 

（不承認の理由等） 

 

 

 

交付決定年月日 年   月   日 （指令第      号） 

交付決定金額の変更 

 

 有         円 （変更前       ） 

 

 無 

 

 

  



第６号様式（第８条関係） 

 

羽島市円空路ツアー推進事業拝観施設利用証明書 

 

【申請者記入欄】 

旅行の名称  

市民団体等又は 

旅行事業者名 
 

利用日 年   月   日 

利用人数 

  

                人 

（旅行の参加者のみとし、乗務員・添乗員等を除いた人数） 

 

以上のとおり利用があったことを証明します。 

 

【拝観施設記入欄】 

拝観施設 

年   月   日 

所在地 

名称 

代表者氏名                      印 

 

                                      

拝観施設ご担当者様 

 

 【申請者記入欄】に記入されている事項を確認のうえ、【拝観施設記入欄】に証明

をお願いします。証明後は、この用紙を持参された方へお返しください。  



第７号様式（第９条関係） 

年  月  日  

 

（あて先） 

 羽島市長 

               申請者 所在地 

                   団体･事業者名 

                   代表者氏名           印 

                   連絡先  

 

羽島市円空路ツアー推進事業補助金実績報告書 

 

 羽島市円空路ツアー推進事業補助金交付要綱第９条の規定により、次のとおり報

告いたします。 

 

記 

１ 実施内容 

交付決定額              円 

市民団体等 

実施日     年  月  日 ～  年  月  日  

２，０００円 ×参加人数     人 ＝      円 

       （乗務員・添乗員等を除く） 

旅行事業者 

旅行の名称                                      

実施日     年  月  日 ～  年  月  日  

      （旅程日数：    泊    日） 

送客人数（乗務員・添乗員等を除く）           人  

貸切車両 

日帰り   ２０，０００円 × 貸切バス    台 

１泊以上  ４０，０００円 × 貸切バス    台 

               計         円 



添付書類 

⑴  事業の実施行程表 

⑵  参加者数の実績が確認できる資料 

⑶  その他観光施設、宿泊施設、交通手段等の利用が確認できる資料（利用施設

の領収証等） 

⑷  その他市長が必要と認める資料 

  



第８号様式（第１０条関係） 

                             指令第   号 

                             年  月  日 

 

          様 

                       羽島市長        印   

 

羽島市円空路ツアー推進事業補助金確定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった補助事業については、次のとおり補助

金の額を確定したので、羽島市円空路ツアー推進事業補助金交付要綱第１０条の規

定により通知します。 

 

交付確定金額  

補助年度  

交付決定年月日     年   月   日（指令第     号） 

交付決定金額  

 

  



第９号様式（第１１条関係） 

年  月  日  

 

（あて先） 

 羽島市長 

               申請者 所在地 

                   団体･事業者名 

                   代表者氏名           印 

                   連絡先  

 

羽島市円空路ツアー推進事業補助金交付請求書 

 

    年  月  日付け指令第   号で額の確定のありました羽島市円空路

ツアー推進事業補助金について、羽島市円空路ツアー推進事業補助金交付要綱第１

１条の規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

請求金額  金        円 

 

 なお、補助金については、次の口座に振り込むことを依頼します。 

 

振込口座 

金融機関 
銀行・信用金庫       本店・支店 

信用組合・農協       出張所・代理店 

フリガナ  預金種別 当座 普通 

口座名義人  口座番号        

※振込先は、申請者本人の口座に限ります。 


